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１ はじめに 

本資料は，東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業許可

申請について，「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「第二種埋設許可基準規則」という。）第十三条第１項第二号及び第四

号並びに「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈」（以下「第二種埋設許可基準解釈」という。）第１３条第１項，第５項及び第

６項への適合性を説明するものである。 

第二種埋設許可基準規則第十三条第１項第二号及び第四号並びに第二種埋設

許可基準解釈第１３条第１項，第５項及び第６項の要求事項を第 1 表に示す。 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（1／2） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地） 

第十三条 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地

は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

二 トレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、その表面を土砂

等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法によ

り、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入を十分に抑

制し、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措

置の開始までの間において、廃棄物埋設地の外への放射

性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。

 

 

第１３条（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地）

１ 第１号に規定する「外周仕切設備を設置する方法、その

表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方

法」及び第２号に規定する「その表面を土砂等で覆う方法

その他の人工バリアを設置する方法」とは、以下の設計を

いう。 

一 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及

び放射能濃度に応じて、設計時点において合理的かつ利

用可能な 善の建設・施工技術によるものであること。

二 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること。 

三 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる（安全

上支障のない期間内において速やかに修復できることが

確実であることを含む。）構造・仕様であること。 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（2／2） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 ５ 第１項第１号及び第２号の「廃棄物埋設地の外への放射

性物質の漏出を低減」については、平常時における廃棄物

埋設地からの放射性物質の漏出に伴う公衆の受ける線量

が、第８条第１項に規定する「廃棄物埋設施設からの直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の

線量」及び第１７条第１項に規定する「周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物

質」の放出により公衆の受ける線量を含め、法令に定める

線量限度を超えないことはもとより、ＡＬＡＲＡの考え方

の下、実効線量で５０マイクロシーベルト／年以下である

こと。 

６ 第１項第２号に規定する「廃止措置の開始まで」とは、

埋設の終了後５０年程度を目安とする。 

四 前条第一項第五号及び第六号に定めるものであるこ

と。 
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２ 廃棄物埋設地の安全機能について 

第二種埋設許可基準規則第二条第２項第一号によって，「「安全機能」とは、

廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の

喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」

とされている。 

東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 廃棄物埋設施設（以下「本施設」

という。）の安全機能は，放射性物質の漏出を低減する機能（以下「漏出低減

機能」という。）及び遮蔽機能のうち，その機能の喪失により公衆又は従事者

に放射線障害を及ぼすおそれがあるものであり，これらの安全機能を有する

施設は，廃棄物埋設地である。 

廃棄物埋設地の安全機能は，廃棄物埋設地を構成する覆土のうち，中間覆

土，側部低透水性覆土及び 終覆土のうち低透水性土層（以下「低透水性土

層」という。）により確保する。なお，放射性廃棄物の受入れの開始から 終

覆土完了までの期間においては，表面遮水を併用し，廃棄物埋設地の安全機

能を確保する。 

廃棄物埋設地に必要となる安全機能を維持する期間は，第 2 表に示すとお

りである。廃止措置の開始後は，廃棄物埋設地が有する漏出低減機能及び遮

蔽機能を期待できるように設計する。 
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第 2 表 廃棄物埋設地における安全機能を維持する期間 

安全機能 

廃止措置の開始前 

埋設する放射性廃棄物の 

受入れの開始から 

終覆土完了まで 

終覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

漏出低減機能※ 〇 〇 

遮蔽機能※ 〇 〇 

〇：安全機能を維持する 

※：その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれが

あるもの 

 

３ 設計対象設備 

第二種埋設許可基準規則第十三条第１項第二号及び第四号の設計対象設備

は，廃棄物埋設地のうち側部低透水性覆土， 終覆土，表面遮水，雨水浸入

防止用テント（可動式）（以下「雨水防止テント」という。）及び雨養生とす

る。 

 

４ 第二種埋設許可基準規則への適合のための設計方針 

４．１ 安全設計の方針 

本施設は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以

下「原子炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足するとともに，第

二種埋設許可基準規則に適合する構造とする。 

本施設は，「消防法」，「建築基準法」等の法令，規格及び基準を踏まえ適切

な対策を講じた設計とする。 

また，平常時において，周辺監視区域外の公衆の受ける線量及び放射線業

務従事者の受ける線量が原子炉等規制法に基づき定められている線量限度を
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超えないように設計する。さらに，公衆の受ける線量については，合理的に

達成できる限り低くなるように設計する。 

具体的には，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において，平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出に伴

う公衆の受ける線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線による事業所敷地（以下「敷地」という。）周辺の線量及び周辺監視区域

の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出によ

り公衆の受ける線量が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規

則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）

に定められている線量限度を超えないことはもとより，公衆の受ける線量が

As Low As Reasonably Achievable（ＡＬＡＲＡ）の考えの下，合理的に達成

できる限り低くなるように設計する。 

放射線業務従事者は，その受ける線量が線量告示で定められた線量限度を

超えない設計とする。 

異常が発生した場合においても敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない

ように設計する。 

廃棄物埋設地は，掘削が行われた場合に障害事象等を生じさせることによ

り，人工構造物の存在を認知させる可能性を高める構造とするとともに，廃

止措置の開始後，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移

行する見通しのある設計とする。 

「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態」とは，自然現象

による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏出，天然バリア中の移動，河川等

への移動及び現在の廃棄物埋設地周辺の人の生活様式等を考慮したシナリオ

（廃棄物埋設地の掘削を伴うものを除く。）に基づき評価される公衆の受け

る線量が， も厳しいシナリオによる評価において 300μSv／y を超えず，
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も可能性が高いシナリオによる評価において 10μSv／y を超えないこと，廃

止措置の終了直後における廃棄物埋設地の掘削を伴う土地利用を考慮したシ

ナリオに基づき，評価される公衆（廃棄物埋設地の掘削を行う者及び掘削さ

れた廃棄物埋設地の土地利用を行う者に限る。）の受ける線量が 300μSv／y

を超えないことをいう。 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物は，日本原子力発電株式会社東海発

電所から発生する固体状の放射性廃棄物であって，中性子線の作用により放

射化された金属及びコンクリート又は原子炉冷却材等で汚染された金属及び

コンクリートであり，これらの放射性廃棄物は容器等に収納又はこん包され

たものである。また，これらの放射性廃棄物は，「核燃料物質又は核燃料物質

によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」（以下「事業

規則」という。）の別表第二の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度

がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えないものであって，第八条

第１項第二号イ，同条第１項第二号ロ（２）及び同条第３項に定める放射性

廃棄物等の技術上の基準に適合するものであることを踏まえて，安全性を確

保するために，本施設は，漏出低減機能及び遮蔽機能を有する設計とする。 

本施設は，安全性を確保する上で常時機能維持を必要とする動的な設備・

機器は不要であることから，静的な設備・機器により，安全性を確保するこ

ととする。 

廃棄物埋設地の設計の考え方については添付資料１「１ 廃棄物埋設地の

設計の考え方」に記載する。 

 

４．２ 漏出低減機能 

（１）設計方針 

漏出低減機能は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の
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開始までの間に，放射性廃棄物の受入れ中又は放射性廃棄物の受入れが完

了したトレンチ（以下「廃棄物受入れ以降のトレンチ」という。）内への雨

水等の浸入を抑制することにより達成する設計とし,それを達成するため

の部位は，側部低透水性覆土，低透水性土層，表面遮水，雨水防止テント

及び雨養生とする（第 7 図，第 9 図，第 10 図及び第 11 図参照）。 

廃棄物受入れ以降のトレンチ内への地下水の浸入については，地下水面

より上に埋設トレンチを設置することにより廃棄物受入れ以降のトレンチ

内への地下水の浸入を抑制する設計とする。 

廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入の抑制については，放

射性廃棄物の受入れ開始後においては，放射性廃棄物の受入れを行ってい

る区画は，雨水防止テントにより雨水等の浸入を防止するための措置を行

い，埋設が完了した区画は， 終覆土の設置開始まで，側部低透水性覆土

及び表面遮水により，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する

設計とする。 

終覆土の設置開始から設置完了までは，側部低透水性覆土，表面遮水

及び雨養生により，廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入を抑

制する設計とする。 

終覆土の設置完了後は，側部低透水性覆土及び低透水性土層により，

廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入を抑制する設計とする。 

これらにより，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，平常時における廃棄物埋設地の外への放射性物質の

漏出に伴う公衆の受ける線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシ

ャインガンマ線による敷地周辺の線量及び周辺監視区域の外の空気中及び

周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける

線量を含め，実効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 



 

9 

また，廃止措置の開始後において，埋設した放射性廃棄物に起因して発

生することが想定される放射性物質によって公衆の受ける線量が，第二種

埋設許可基準規則を満たす設計とし，廃棄物埋設地の保全に関する措置を

必要としない状態に移行できる見通しである設計とする。 

なお，側部低透水性覆土及び低透水性土層は，その機能の喪失により公

衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものであり，安全機能を

有する。表面遮水については，機能が喪失した場合を想定しても公衆又は

従事者に放射線障害を及ぼすおそれはないが，一定程度機能を期待するこ

とから安全機能を有するものとして扱う。雨水防止テント及び雨養生につ

いては，これらの機能が喪失した場合を想定しても公衆又は従事者に放射

線障害を及ぼすおそれがないため，安全機能を有しない。表面遮水の漏出

低減機能が喪失した場合の公衆が受ける線量の評価は，「第四条（地震によ

る損傷の防止）への適合性について」に示す「 終覆土又は表面遮水の漏

出低減機能喪失を想定した海産物の摂取に伴う内部被ばく」の評価である。

また，雨水防止テント又は雨養生の漏出低減機能が喪失した場合の公衆が

受ける線量の評価はこれに包含される。公衆が受ける線量の評価結果は

5.3×10０μSv／yであり，法令に定める線量限度を超えないことはもとよ

り，実効線量で50μSv／y以下であることから，雨水防止テント及び雨養生

については，その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす

おそれがあるものではなく，安全機能を有するものではない。 

（２）安全設計 

漏出低減機能は，廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等及び地下水

の浸入を抑制することにより達成する設計とする。 

廃棄物受入れ以降のトレンチ内への地下水の浸入については，地下水面

より上に埋設トレンチを設置することにより廃棄物受入れ以降のトレンチ
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内への地下水の浸入を抑制する設計とする。 

廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入の抑制については，放

射性廃棄物の受入れ開始後においては，放射性廃棄物の受入れを行ってい

る区画は，雨水防止テントにより雨水等の浸入を防止するための措置を行

い，埋設が完了した区画は， 終覆土の設置開始まで，側部低透水性覆土

及び表面遮水により，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する

設計とする。 

終覆土の設置開始から設置完了までは，側部低透水性覆土，表面遮水

及び雨養生により，廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入を抑

制する設計とする。 

終覆土の設置完了後は，側部低透水性覆土及び低透水性土層により，

廃棄物受入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入を抑制する設計とする。 

廃棄物埋設地は，設計対象設備に対して以下に示す設計を行うことによ

り，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間に

おいて，平常時における廃棄物埋設地の外へ放射性物質の漏出に伴う公衆

の受ける線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

による敷地周辺の線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，

実効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

また，廃止措置の開始後において，埋設した放射性廃棄物に起因して発

生することが想定される放射性物質によって公衆の受ける線量が，第二種

埋設許可基準規則を満たす設計とし，廃棄物埋設地の保全に関する措置を

必要としない状態に移行できる見通しである設計とする。 

漏出低減機能を構成する部位等を第 3 表に示す。 

ａ．表面遮水 
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(a) 表面遮水は，低透水性を有する設計とする。 

(b) 表面遮水は，変形追従性を有する遮水シートを採用する。 

(c) 表面遮水は，定期点検及び地震，台風等の異常事態の直後の臨時点

検を行い，劣化・損傷が生じた場合，安全上支障のない期間内におい

て速やかに修復することにより必要な機能を維持する設計とする。 

(d) 表面遮水は，雨水等が浸透して廃棄物受入れ以降のトレンチ内に浸

入することを抑制するように，区画ごとの 上段の中間覆土及び 終

覆土のうち基礎層の一部施工後に，廃棄物受入れ以降のトレンチの上

部に設置する。 

(e) 表面遮水に対する設計，材料の選定，建設・施工及び検査は，事業

規則，第二種埋設許可基準規則等に基づくほか，利用可能な 善の技

術として 新の知見を確認する。なお，2022 年度時点での 新の知見

としては，「遮水シート日本遮水工協会自主基準」（１）及び「廃棄物

終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂版）」（２）を参照する。 

ｂ．覆土 

(a) 側部低透水性覆土及び低透水性土層は，低透水性を有する設計とす

る。 

(b) 側部低透水性覆土及び低透水性土層は，長期的に安全性が損なわれ

難い天然材料である土質材料を採用する。 

なお，側部低透水性覆土及び低透水性土層の材料は，実際の調達時

期により詳細な材料特性が変わる可能性があるが，その場合にも要求

性能を満足することを確認したうえで用いることとする。 

(c) 側部低透水性覆土及び低透水性土層は，長期的な力学的影響に対し

て，変形追従性を考慮する。 

(d) 側部低透水性覆土及び低透水性土層は，劣化・損傷が生じた場合に
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も必要な機能を有する構成・仕様とするため，側部低透水性覆土及び

低透水性土層を十分な厚さとする。 

(e) 側部低透水性覆土は，雨水等が浸透して廃棄物受入れ以降のトレン

チの側部から浸入することを抑制するように，埋設トレンチの側部に

設置する。 

低透水性土層は，雨水等が浸透して廃棄物受入れ以降のトレンチの

上部から浸入することを抑制するように，埋設トレンチの上部に設置

する。 

側部低透水性覆土及び低透水性土層による埋設トレンチへの浸透水

抑制対策の効果については，添付資料２「埋設トレンチへの浸透水量」

に詳細を示す。 

(f) 側部低透水性覆土，低透水性土層に対する設計，材料の選定，建設・

施工及び検査は，事業規則，第二種埋設許可基準規則等に基づくほか，

利用可能な 善の技術として 新の知見を確認し，現状入手できる材

料を用いる。なお，2022 年度時点での 新の知見としては，「道路土

工要綱」（３），「道路土工－盛土工指針」（４）及び「河川土工マニュアル」

（５）を参照する。 

ｃ．雨水防止テント 

(a) 雨水防止テントは，膜材として耐水性及び耐候性を有するシートを

採用する。 

(b) 雨水防止テントは，定期点検及び地震，台風等の異常事態の直後の

臨時点検を行い，劣化・損傷が生じた場合，速やかに修復することに

より必要な機能を維持する設計とする。 

(c) 雨水防止テントは，放射性廃棄物の受入れを行う区画に雨水等が浸

入することを抑制するように，放射性廃棄物の受入れ開始前に，放射
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性廃棄物の受入れを行う区画の上面に設置する。 

(d) 雨水防止テントに対する設計，材料の選定，建設・施工及び検査は，

事業規則，第二種埋設許可基準規則等に基づくほか，利用可能な 善

の技術として 新の知見を確認する。なお，2022 年度時点での 新の

知見としては，「廃棄物 終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010

改訂版）」（２）を参照する。 

ｄ．雨養生 

(a) 雨養生には，耐水性及び耐候性を有するシートを採用する。 

(b) 雨養生は，定期点検及び地震，台風等の異常事態の直後の臨時点検

を行い，劣化・損傷が生じた場合，速やかに修復することにより必要

な機能を維持する設計とする。 

(c) 雨養生は，廃棄物受入れ以降のトレンチ内に雨水等が浸入すること

を抑制するように， 終覆土の設置開始から設置完了まで，表面遮水

を撤去したエリアに設置する。 

(d) 雨養生に対する設計，材料の選定，建設・施工及び検査は，事業規

則，第二種埋設許可基準規則等に基づくほか，利用可能な 善の技術

として 新の知見を確認する。なお，2022 年度時点での 新の知見と

しては，「廃棄物 終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂

版）」（２）を参照する。 
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第 3 表 漏出低減機能を構成する部位等 

部位等 漏出低減機能 

表面遮水※１ ◎ 

覆土 

終覆土 

保護土層 ― 

掘削抵抗性層 ― 

低透水性土層 ◎ 

基礎層 ― 

中間覆土（ 上段） ― 

中間覆土（ 上段除く） ― 

側部低透水性覆土 ◎ 

充 砂 ― 

雨水防止テント 〇 

雨養生 〇 

◎：漏出低減機能を有し，かつ，安全機能とするもの 

○：漏出低減機能を有するもの  

―：漏出低減機能を有さないもの 

※１：表面遮水は，区画ごとの 上段の中間覆土及び 終覆土のうち基礎層

の一部施工後に設置され， 終覆土の設置完了時には撤去されるた

め，表面遮水の設置完了後から 終覆土の設置完了までの間において

機能を期待する部位である。 

 

４．３ 遮蔽機能 

（１）設計方針 

遮蔽機能は，埋設する放射性廃棄物の表面線量当量率，位置等を考慮し，
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中間覆土により，敷地周辺の公衆の受ける線量，放射線業務従事者の受け

る線量及び管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける線量が，

線量告示で定められた線量限度を超えないことはもとより，As Low As 

Reasonably Achievable（ＡＬＡＲＡ）の考えの下，合理的に達成できる限

り低くできる設計とする。 

放射線の遮蔽に関する構造は，廃棄物埋設地のうち中間覆土により構成

し，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による放射線被ばくから敷

地周辺の公衆，放射線業務従事者並びに管理区域外の人が立ち入る場所に

滞在する者を防護する。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から 上段の中間覆土完了までの

間においては，施工した中間覆土により放射線の遮蔽を行う。また， 上

段の中間覆土完了後から廃止措置の開始までの間においては， 上段まで

施工された中間覆土により放射線の遮蔽を行う。 

平常時における本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

による公衆の受ける線量が，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出によ

る公衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の

境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，実

効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

（２）安全設計 

廃棄物埋設地は，以下に示す設計を行うことにより，直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線による放射線被ばくから敷地周辺の公衆，放射線

業務従事者並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける

線量を合理的に達成できる限り低減できる設計とする。 

平常時における本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

による公衆の受ける線量が，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出によ
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る公衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の

境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，実

効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

ａ．埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から 上段の中間覆土完了まで

の間においては，以下に示す設計を行うことにより，直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線による公衆の受ける線量，放射線業務従事者並

びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける線量を低減

できる設計とする。 

(a) 門型クレーン等による放射性廃棄物の取扱い時間を合理的に達成

できる限り短くし，放射性廃棄物を埋設トレンチに定置する。 

(b) 放射性廃棄物の定置作業は区画ごとに実施し，埋設区画１段分の放

射性廃棄物を定置後は速やかに中間覆土を施し，覆土されていない放

射性廃棄物の数を少なくする。 

ｂ． 上段の中間覆土完了後においては，中間覆土により，直接ガンマ線

及びスカイシャインガンマ線による公衆の受ける線量並びに管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける線量を低減できる設計とす

る。 

ｃ．周辺監視区域の廃止後は，公衆が事業所内に立ち入る可能性を考慮し，

中間覆土により事業所内に立ち入る公衆の受ける線量を線量限度以下に

低減できる設計とする。 

遮蔽の評価結果については，「東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第

二種廃棄物埋設事業許可申請 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則第八条（遮蔽等）への適合性について」において別

途説明する。 
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４．４ 廃棄物埋設地の設計に関して考慮する事項 

廃棄物埋設地は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減するた

め，以下について考慮した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応

じて，設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術に

よるものであること。 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること。 

・劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる（安全上支障のない期間

内において速やかに修復できることが確実であることを含む。）構造・仕

様であること。 

また，廃棄物埋設地は，埋設する放射性物質に含有される化学物質その他

の化学物質により安全機能を損なわない設計とする。 

可燃性の化学物質及び可燃性ガスを発生する化学物質として，「消防法」及

び「危険物の規則に関する政令」に定められるものを想定するが，埋設する

放射性廃棄物は金属類及びコンクリート類であり，金属製の収納容器又は難

燃性のプラスチックシートのこん包材を用いる。また，覆土は土質系材料を

用いることから，これらの化学物質は埋設トレンチ内に含まれない。ただし，

その他の化学物質として，雨水等の浸透水とコンクリート類の廃棄物との接

触によって溶脱するカルシウム成分等の影響を考慮する。 

本施設の設計，材料の選定，建設・施工及び検査に当たっては，原則とし

て国内法規に基づく規格及び基準に準拠する。なお，外国の規格及び基準に

よる場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には，それら

の規格及び基準の適用の根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並び

に適用の妥当性を明らかにする。 
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４．５ その他の設計 

４．５．１ 廃棄物埋設地に関する設計の留意事項 

廃棄物埋設地は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減するた

め，以下について留意した設計とする。 

（１）埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応

じて，設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によ

るものであること 

廃棄物埋設地の設計については，放射性物質の種類及び性質により，主

に半減期，環境中への移動のし易さ及び放出される放射線エネルギーが異

なることを考慮する。 

・半減期が長い放射性物質（Ｃ－14，Ｃｌ－36，Ｃａ－41，全α）に対

しては，人工バリアによる漏出低減機能により長期的に廃棄物埋設地

の外への放射性物質の漏出を低減することで公衆の受ける線量を低減

する。 

・半減期が短く環境中に移動し易い放射性物質（Ｈ－3，Ｓｒ－90）に対

しては，人工バリアによる漏出低減機能により廃棄物埋設地の外への

放射性物質の漏出を低減するとともに，放射能減衰を図ることで公衆

の受ける線量を低減する。 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質（Ｃｏ－60， 

Ｃｓ－137，Ｅｕ－152，Ｅｕ－154）に対しては，遮蔽機能により放射

能が有意に減衰するまで遮蔽を確保することで，公衆の受ける外部被

ばく線量を低減する。 

また，廃棄物埋設地は，保全に関する措置を必要としない状態に移行で
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きるよう設計する。 

廃棄物埋設地の設計は，設計時点において合理的かつ利用可能な 善の

建設・施工技術によるものとし，既存の設計・施工実績を考慮する。 

以上により，廃棄物埋設地に要求される漏出低減機能及び遮蔽機能並び

にそれらの機能を維持すべき期間を踏まえたうえで，設計時点において合

理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術として広く活用され，かつ実績

を多数有している建設・施工技術を用いる。 

漏出低減機能及び遮蔽機能に対する期間ごとに，合理的かつ利用可能な

善の建設・施工技術について以下に示す。 

ａ．埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から 終覆土完了までの期間 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から 終覆土完了までの期間は，

漏出低減機能及び遮蔽機能を有する部位ごとの要求性能に加え，材料の

選定，建設・施工及び検査を考慮した構造物として設計する。以下の内

容を満足することで，合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術とす

る。 

(a) 合理的な建設・施工技術 

側部低透水性覆土の透水特性，及び中間覆土の遮蔽性能は， 終覆

土の設置完了後も期待するため，力学的・化学的作用により安全性が

損なわれ難い天然材料である土質材料を用いた土構造物とすることが

合理的である。 

表面遮水の透水特性は， 終覆土の設置完了までの間期待するもの

であり， 終覆土の設置時には撤去することから，点検・補修等によ

る機能維持が可能な遮水シートを用いることが合理的である。 

雨水防止テントは，放射性廃棄物の受入れ開始前に設置し，表面遮

水設置後は撤去することから，点検・補修等による機能維持が可能な
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シートを膜材として用いることが合理的である。 

雨養生は， 終覆土の設置において表面遮水を撤去したエリアに設

置し， 終覆土完了後は撤去することから，点検・補修等による機能

維持が可能なシートを用いることが合理的である。 

(b) 利用可能な 善の建設・施工技術 

土構造物等としての設計，材料の選定，建設・施工及び検査につい

ては，利用可能な 善の建設・施工技術として， 新の知見を確認す

る。なお，2022 年度時点での 新の知見としては，「遮水シート日本

遮水工協会自主基準」（１），「廃棄物 終処分場整備の計画・設計・管理

要領（2010 改訂版）」（２），「道路土工要綱」（３）及び「河川土工マニュア

ル」（５）を参照する。 

また，土構造物施工時の品質管理方法は，中間覆土及び側部低透水

性覆土施工時に行う施工試験結果を用いて 終決定する。 

安全機能に対する設計としては以下のとおり。 

・漏出低減機能は，低透水性として透水係数及び厚さを確保する設

計とすること。 

・遮蔽機能は，敷地周辺の公衆，放射線業務従事者及び管理区域外

の人が立ち入る場所に滞在する者への被ばくを低減するため，中

間覆土の密度及び厚さを確保することで，放射線の遮蔽性能を有

する設計とすること。 

ｂ． 終覆土の設置完了後 

終覆土の設置完了後は，漏出低減機能及び遮蔽機能を有する部位ご

との要求性能に加え，材料の選定，建設・施工及び検査を考慮した構造

物として設計する。以下の内容を満足することで，合理的かつ利用可能

な 善の建設・施工技術とする。 
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(a) 合理的な建設・施工技術 

終覆土の透水特性は，長期的に期待するため，力学的作用により

安全性が損なわれ難い天然材料である土質材料及び岩石質材料を用い

た土構造物とすることが合理的である。 

(b) 利用可能な 善の建設・施工技術 

土構造物としての設計，材料の選定，建設・施工及び検査について

は，利用可能な 善の建設・施工技術として， 新の知見を確認する。

2022 年度時点での 新の知見としては，「道路土工要綱」（３），「道路土

工－盛土工指針」（４）及び「河川土工マニュアル」（５）を参照する。また，

一般土工で用いられる重機を使用し，適切な品質管理を行うことで，

目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認している。 

なお，施工時の品質管理方法は， 終覆土施工時に行う施工試験結

果を用いて 終決定する。 

安全機能に対する設計としては以下のとおり。 

・漏出低減機能は，低透水性として透水係数及び厚さを確保する設

計とすること。 

（２）劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

ａ．表面遮水 

変形追従性を考慮し，合成ゴム及び合成樹脂系の遮水シートを用いる

ことにより，表面遮水は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

ｂ．覆土 

変形追従性を考慮し，粒径分布に広がりを持った土質材料を用いるこ

とにより，劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し，覆土の低透水

性に影響を及ぼす要因に対して，長期的に低透水性を維持するための要
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求機能を満たす見通しのある設計とする。 

ｃ．雨水防止テント 

耐候性を考慮し，屋外使用に適したシートを用いることにより，劣化・

損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

ｄ．雨養生 

耐候性を考慮し，屋外使用に適したシートを用いることにより，劣化・

損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

（３）劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であるこ

と 

ａ．表面遮水 

補修可能な遮水シートを設置することで，劣化・損傷が生じた場合に

おいても，安全上支障のない期間内において速やかに修復し，漏出低減

機能を維持する構造・仕様とする。 

ｂ．覆土 

長期的に発生が予想される力学的影響に対して機能維持が受動的に期

待できるよう，十分な厚さの 終覆土を設置することで，劣化・損傷が

生じた場合においても，漏出低減機能を維持する構造・仕様とする。 

線量評価上用いる各性能は，線量評価の状態設定における不確実性を

包含する設定とすることにより，廃棄物埋設地全体として線量基準を満

足するようにする。 

これらにより，劣化・損傷が生じた場合においても，漏出低減機能を

維持する構造・仕様とする。 

ｃ．雨水防止テント 

補修可能なシートを膜材として設置することで，劣化・損傷が生じた

場合においても速やかに修復し，漏出低減機能を維持する構造・仕様と
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する。 

ｄ．雨養生 

補修可能なシートを設置することで，劣化・損傷が生じた場合におい

ても速やかに修復し，漏出低減機能を維持する構造・仕様とする。 

 

４．５．２ 放射性物質の漏出を低減する機能を有すること 

（１）設計方針 

「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する」について，埋設

する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間，公衆の受

ける線量が法令に定める線量限度を超えないことはもとより，As Low As 

Reasonably Achievable（ＡＬＡＲＡ）の考え方の下，合理的に達成できる

限り十分に低くなるよう，実効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

（２）評価方法 

ａ．線量評価シナリオ 

廃棄物埋設地からの移動に関する評価対象とする線量評価シナリオは，

地下水中の放射性物質が移動する海の海産物の摂取に伴う内部被ばくと

する。 

この経路は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，埋設トレンチを通過する浸透水中の放射性物質が

移動する海の海産物の摂取による内部被ばくであり，食生活が標準的で

ある人で，海産物を摂取する人を対象とする。 

ｂ．線量評価モデル 

廃棄物埋設地からの移動に関する評価対象とする評価モデルは，廃棄

物埋設地から漏出する放射性物質が，廃棄物埋設地直下の地下水により

海に流入するものとして設定する。海産物を摂取する場合の内部被ばく
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の評価は，「東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事

業許可申請 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則第十三条（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地）第

１項第三号及び第四号への適合性について」の(1)式から(16)式及び(21)

式を用いて評価する。 

ｃ．線量評価パラメータ 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質の量の評価に当たっては， 終

覆土の設置完了直後から放射性物質の漏出が開始するとし，「東海低レベ

ル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業許可申請 第二種廃

棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十三条（ピッ

ト処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地）第１項第三号及び第四号

への適合性について」に示す も可能性が高い自然事象シナリオに用い

る線量評価パラメータに基づいて評価する。 

なお， 終覆土の設置完了直後の放射能量は，「東海低レベル放射性廃

棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業許可申請 第二種廃棄物埋設施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十三条（ピット処分又は

トレンチ処分に係る廃棄物埋設地）第１項第三号及び第四号への適合性

について 線量評価パラメータ」の第 4 表の「No.5：廃棄物受入れ時の

放射性核種 i の総放射能量」の値とし， 終覆土の設置完了後の時間の

経過による放射性物質の減衰を考慮する。その他の線量評価パラメータ

は同資料の第 4 表の値を用いる。 

ｄ．評価結果 

埋設する廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間における

地下水中の放射性物質が移動する海での海産物の摂取に伴う内部被ばく

線量は約 6.9×10－３μSv／y である。線量評価結果を第 1 図に示す。 
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また，第二種埋設許可基準規則第八条に規定する「廃棄物埋設施設か

らの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の線量」

により公衆の受ける外部被ばく線量の 大値は，埋設する廃棄物の受入

れの開始から全区画の 上段中間覆土完了までの間においては約

3.8×10１μSv／y であり，全区画の 上段中間覆土完了から廃止措置の

開始までの間においては約 1.1×10１μSv／y である。 

なお，埋設する廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間に

おける第二種埋設許可基準規則第十七条第 1 項に規定する「周辺監視区

域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質」の

放出により公衆の受ける線量については，本施設は廃棄施設を設置しな

いことから，考慮する必要はない。 

以上より，埋設する廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの

間における公衆の受ける合計線量は， 大約 3.8×10１μSv／y となり，

本施設は，法令に定める線量限度を超えないことはもとより，公衆に対

して合理的に達成できる限り十分に低い線量となる施設の設計となって

いる。 



 

26 

 

第 1 図 海産物の摂取に伴う内部被ばくの線量評価結果 

 

４．５．３ 埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質に

より安全機能が損なわれないものであること 

可燃性の化学物質及び可燃性ガスを発生する化学物質として，「消防法」及

び「危険物の規則に関する政令」に定められるものを想定するが，埋設する

放射性廃棄物は金属類及びコンクリート類であり，金属製の収納容器又は難

燃性のプラスチックシートのこん包材を用いる。また，覆土は土質系材料を

用いることから，これらの化学物質は埋設トレンチ内に含まれない。ただし，

その他の化学物質として，雨水等の浸透水とコンクリート類の廃棄物との接

触によって溶脱するカルシウム成分等の影響を考慮する必要がある。 

終覆土の設置完了前の安全機能については，中間覆土において遮蔽機能

を期待し，表面遮水，側部低透水性覆土において漏出低減機能を期待してい
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る。遮蔽機能については，中間覆土はカルシウム成分等による影響はない。

漏出低減機能については，水理的には側部低透水性覆土からコンクリートへ

の流れとなること，また，年間の浸透水量は非常に小さくコンクリート廃棄

物からの溶出水量も小さいことから，コンクリートから溶脱したカルシウム

成分等による影響は小さく，漏出低減機能への影響は無視できると考えられ

る。なお，表面遮水は，埋設した放射性廃棄物より上部に位置するためコン

クリート類の廃棄物から溶脱した成分を含む浸透水の影響を受けない。 

終覆土の設置完了後の安全機能については，中間覆土において遮蔽機能

を期待し，側部低透水性覆土及び低透水性土層において漏出低減機能を期待

している。遮蔽機能については，中間覆土はカルシウム成分等による影響は

ない。漏出低減機能については，水理的には側部低透水性覆土からコンクリ

ートへの流れとなること，また，年間の浸透水量は非常に小さくコンクリー

ト廃棄物からの溶出水量も小さいことから，コンクリートから溶脱したカル

シウム成分等による影響は小さく，漏出低減機能への影響は無視できると考

えられる。なお，低透水性土層は，埋設した放射性廃棄物より上部に位置す

るためコンクリート類の廃棄物から溶脱した成分を含む浸透水の影響を受け

ない。 

 

４．５．４ 準拠規格及び基準等 

本施設は，設計，材料の選定，建設・施工及び検査を通じて信頼性のある

ものとする。本施設の設計等に当たっては，漏出低減機能及び遮蔽機能を確

保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準に準拠する。ただし，

外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用

する場合には，それらの規格及び基準の適用の根拠，国内法規に基づく規格

及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし，漏出低減機能及び遮蔽
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機能に問題がないことを確認する。 

本施設の設計等に当たっては，原子炉等規制法，事業規則，第二種埋設許

可基準規則，第二種埋設許可基準解釈及び線量告示に基づくとともに，必要

に応じて以下の法令，規格，基準等に準拠する。 

・建築基準法 

・労働安全衛生法 

・消防法 

・電気事業法 

・日本産業規格（ＪＩＳ） 

・日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

・道路土工要綱（日本道路協会） 

・道路土工－盛土工指針（日本道路協会） 

・河川土工マニュアル（国土技術研究センター） 

・遮水シート日本遮水工協会自主基準（日本遮水工協会） 

・廃棄物 終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂版）（全国都市

清掃会議） 

 

５ 廃棄物埋設地の設計 

廃棄物埋設地の設計内容について説明する。 

５．１ 構成及び設置位置 

廃棄物埋設地は，第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物を埋設する埋設ト

レンチ及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地の埋設トレンチの 大埋設能力は， 大約 24,000 m３である。 

埋設トレンチは，放射性廃棄物の底面が東京湾中等潮位（以下「T.P.」と

いう。）約＋4 m となるように掘り下げて設置し，1 区画が約 8 m×約 15 m と
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なるようにＨ形鋼と矢板（以下「仕切板」という。）により区分し，合計で 42

区画設ける。なお，埋設トレンチは，西側 18 区画と東側 24 区画に分ける（第

2 図及び第 3 図参照）。 

本施設は，自重及び操業時の荷重等に加え，耐震重要度の分類に応じて算

定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分に支持性能を

有する地盤に設置する。 

覆土は，充 砂，側部低透水性覆土，中間覆土及びその上面を覆う 終覆

土で構成するが， 終覆土の設置完了までの間は，充 砂，側部低透水性覆

土，中間覆土， 終覆土のうち基礎層の一部で覆土を構成し，その上面に表

面遮水を設置する（第 5 図，第 6 図，第 7 図，第 8 図及び第 9 図参照）。 

廃棄物埋設地は，東海発電所及び東海第二発電所の周辺監視区域内に設置

する（第 4 図参照）。 

廃棄物埋設地の設置位置選定の考え方については添付資料１「２ 廃棄物

埋設地の基本的考え方」に記載する。 
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第 2 図 埋設トレンチの平面図 
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第 3 図 埋設トレンチの断面図
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第 4 図 廃棄物埋設地位置図 
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５．２ 主要設備 

５．２．１ 覆土 

（１）構成及び安全機能 

覆土は，充 砂，中間覆土，側部低透水性覆土及び 終覆土により構成

し， 終覆土は，保護土層，掘削抵抗性層，低透水性土層及び基礎層によ

り構成する。 

側部低透水性覆土及び低透水性土層の低透水性により放射性物質の漏出

を低減し，中間覆土の遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

（２）要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

覆土の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 4 表に示す。 

ａ．技術要件及び設計項目 

土構造物の一般的な設計・施工に係る事項については，「道路土工要綱」

（３），「道路土－盛土工指針」（４）及び「河川土工マニュアル」（５）等の基準

類に従う。 

覆土の主な設計項目については，安全機能に係る技術要件及びそれに

必要な特性を踏まえ，次のとおり整理する。 

(a) 漏出低減機能 

覆土の漏出低減機能は，埋設トレンチ内を通過する雨水等に伴う浸

透水量を低減することである。 

埋設トレンチを通過する浸透水量（通過流量）は，低透水性土層及

び側部低透水性覆土の透水特性によって影響を受けることから，低透

水性土層及び側部低透水性覆土に対する技術要件は透水特性（低透水

性）であり，その設計項目は，透水係数及び厚さである。 

また，漏出低減機能については，長期にわたり機能を維持する必要
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があるため，透水係数，厚さの変化に影響を及ぼす要因について抽出

する。長期状態において低透水性土層及び側部低透水性覆土の透水特

性に影響を及ぼす要因とその機構を第 5 表に示す。影響要因の抽出に

ついては，周辺土壌などの外部環境も含めた施設の構成及び影響要因

の相互作用を網羅的に考慮する（影響要因の抽出・分析結果について

は，「東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業許

可申請 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則第十三条（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地）第

1 項第三号及び第四号への適合性について 廃棄物埋設地の状態設定

（影響事象分析）」を参照）。抽出した要因は，廃棄物埋設地に埋設し

た放射性廃棄物の容器内に残存する空隙に起因する陥没に伴う，有効

粘土密度の変化及び間隙の変化である。低透水性土層及び側部低透水

性覆土の技術要件は，これらの要因に対する機能維持特性（変形追従

性）であり，その設計項目は透水係数及び厚さである。 

(b) 遮蔽機能 

覆土の遮蔽機能は，放射線を遮蔽する機能であるため，技術要件は

遮蔽性であり，その設計項目は密度及び厚さである。 

ｂ．設計要件 

設計項目である透水係数，厚さ及び密度については，各部位が要求性

能を満足するための設計要件を設定する。 

覆土の技術要件のうち，低透水性についての詳細は添付資料１「４ 技

術要件における考え方」に示す。 
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第 4 表 覆土の要求性能及び設計要件 

安全機能 

要求性能 終覆土 

側
部
低
透
水
性
覆
土 

充
 
砂 

中
間
覆
土 

設計要件 技術要件 

（必要な特性） 
設計項目

保
護
土
層 

掘
削
抵
抗
性
層 

低
透
水
性
土
層 

基
礎
層 

漏出低減機能※４ 透水特性 低透水性
透水係数 － － 〇 － 〇 － － 必要な透水係数を有すること。※２ 

厚さ － － 〇 － 〇 － － 必要な厚さを有すること。※３ 

 
漏出低減機能

を維持するた

めの要求機能 

機能 

維持特性 

変形※１

追従性

透水係数 － － 〇 － 〇 － － 
廃止措置の開始後の評価において考慮する性能を満た

す見通しがあること。 

厚さ － － 〇 － 〇 － － 
廃止措置の開始後の評価において考慮する性能を満た

す見通しがあること。 

遮蔽機能※４ 
放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性

密度 － － － － － － 〇 被ばく低減のために必要な遮蔽性能を有すること。 

厚さ － － － － － － 〇 被ばく低減のために必要な遮蔽性能を有すること。※３ 

※1：影響要因及び影響機構を第 5 表に整理している。 

※2：低透水性土層及び側部低透水性覆土は 1.0×10－１０ m／s の透水係数を施工時点で確保する。 

※3：低透水性土層で厚さ 1 m 以上，側部低透水性覆土は横方向で厚さ 0.6 m 以上，中間覆土（ 上段を除く）は厚さ 0.2 m 以上，中間覆土（ 上段）

は厚さ 0.5 m 以上を施工時点で確保する。 

※4：その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの。 
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第 5 表 覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構 

設計 

項目 
長期状態における影響要因 影響機構 

要求性能 

（技術要件）

透水 

係数 

有効粘

土密度
※ １ の

変化 

力学的

影響 

容器内に

残存する

空隙 

容器内の空隙に起因す

る陥没により，低透水性

土層の変位に伴う透水

性が変化した領域の発

生。 

変形追従性 

※1：単位体積当たりに含まれるベントナイト分の乾燥重量をそれぞれ自身の体積で割ること

により得られる密度であり，ベントナイト混合材料の特性を把握するときの指標のひと

つ。 
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（３）構造及び仕様 

充 砂は，埋設トレンチの放射性廃棄物間及び放射性廃棄物と仕切板の

空隙（側部低透水性覆土を設置しない箇所）に充 する。中間覆土は，放

射性廃棄物の上部に設置する。側部低透水性覆土は，埋設トレンチの放射

性廃棄物と仕切板の間に設置する。 終覆土は， 上段の中間覆土の上部

に設置する。 

漏出低減機能を確保する観点から，覆土の低透水性は，力学的影響によ

る長期的な性能低下に配慮した設計とする。 

覆土の平面図を第 5 図に,覆土の断面図を第 6 図に，覆土の断面図（西側 

Ｘ－Ｘ断面）を第 7 図に，保護工（じゃかご等）・ 終覆土断面詳細図を第

8 図に示す。 

覆土の主要な部位と主要な仕様を第 6 表に示す。 
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第 5 図 覆土の平面図 
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第 6 図 覆土の断面図 
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第 7 図 覆土の断面図（西側 Ｘ－Ｘ断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 図 保護工（じゃかご等）・ 終覆土断面詳細図 

  

：最終覆土の範囲
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第 6 表 覆土の主要な部位及び主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

覆土 

終
覆
土 

保護土層 

・材料：砂又は砂質土（現地発生土を含む） 

・透水係数：埋設トレンチ周辺の土砂と同程度

の透水係数 

・厚さ※１：基礎層，低透水性土層及び掘削抵抗

性層をあわせて 2.5 m 以上 

掘削抵抗性層 

・材料：砕石又は石（栗石等の粒径が大きなも

の）及び砂又は砂質土 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

低透水性土層 

・材料：ベントナイト混合土 

・透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

・厚さ※１，※２：1 m 以上 

基礎層 ・材料：砕石 

側部低透水性覆土 

・材料：ベントナイト混合土 

・透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

・厚さ※１：0.6 m 以上 

中間覆土 

・材料：砂又は砂質土（現地発生土を含む） 

・厚さ※１：0.5 m 以上（ 上段），0.2 m 以上（

上段を除く） 

・密度：1,300 kg／m３以上 

充 砂 
・材料：砂又は砂質土（現地発生土を含む）。た

だし，流動性を期待できるもの 

※1：施工時点の値 

※2：埋設トレンチ上部の厚さ 
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ａ． 終覆土 

(a) 概要 

終覆土は，保護土層，掘削抵抗性層，低透水性土層及び基礎層に

より構成し， 上段の中間覆土の上部に設置する（第 7 図及び第 8 図

参照）。 

なお，保護土層の表面は侵食を抑制する観点から， 終覆土の上部

に割栗石等を主材料としたじゃかご等の保護工を設置する。また，廃

棄物埋設地直上において掘削作業が計画された場合，表面に保護工が

設置されていることにより，その下部に埋設物が存在していることを

察し，計画変更に至ることを期待する。 

各層の役割等については以下のとおり。 

ⅰ．保護土層 

保護土層は，低透水性土層（ベントナイト混合土）の乾燥を軽減

するとともに侵食を防護することを目的として，砂又は砂質土（現

地発生土を含む）により構成した層を掘削抵抗性層の上部に設置す

る。 

ⅱ．掘削抵抗性層 

掘削抵抗性層は，下層の低透水性土層（ベントナイト混合土）上

面の勾配により浸透した雨水が横方向に排水される働きを阻害しな

いように，主材料として砕石又は石（栗石等の粒径が大きなもの）

及び砂又は砂質土により構成した層を低透水性土層の上部に設置す

る。 

また，掘削抵抗性層は，廃棄物埋設地直上における掘削作業が進

められた場合，その途中で他の材料物性と異なる掘削抵抗性層を認

知し，その後の作業の継続を抑制させることを期待する。 
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ⅲ．低透水性土層 

低透水性土層は，埋設トレンチへの雨水等の浸透水量を低減する

ことにより，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減するこ

とを目的として，基礎層の上部に設置する。 

なお，低透水性土層は，埋設する放射性廃棄物のうち金属類を収

納する容器等である鉄箱（鉄箱に収納する廃棄物の隙間には砂を充

 して陥没防止を図っている。）が，万が一陥没して低透水性土層の

漏出低減機能が喪失することのないように，長期的な状態維持を考

慮し，長期的に性質が安定し，自己修復性（地盤追従性）を持った

天然材料であるベントナイトと砂を母材としたベントナイト混合土

で構成する。 

ⅳ．基礎層 

基礎層は，低透水性土層等の設置時の反力確保等を目的として，

砕石により構成した層を 上段の中間覆土の上部に設置する。 

(b) 設計方針 

終覆土には， 終覆土完了後から廃止措置の開始までの間の漏出

低減機能を求める。 

漏出低減機能に対しては，透水特性を確保し，埋設トレンチへの雨

水等の浸透水量を低減するために低透水性を考慮した設計とする。 

漏出低減機能を維持するための変形追従性は，廃止措置の開始後の

評価において考慮する性能を満たす見通しがあるものとする。 

(c) 仕様 

ⅰ．透水特性 

低透水性土層は，1.0×10－１０ m／s 以下の透水係数を施工時点で

確保する。また，埋設した放射性廃棄物の空隙に起因する沈下に伴
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い鉛直方向に変形した場合でも低透水性を維持できるよう，低透水

性土層の厚さは，1 m 以上とする。 

終覆土のうち掘削抵抗性層の厚さは，0.3 m 以上とする。 

終覆土のうち保護土層は，施工時点において周辺の土壌と同程

度の透水係数を目安に確保する。また，保護土層の厚さは，基礎層，

低透水性土層及び掘削抵抗性層をあわせて 2.5 m 以上とする。 

ⅱ．機能維持特性 

①変形追従性 

力学的影響により低透水性土層が変形した場合においても，そ

の変形に追従し，覆土全体として埋設トレンチへの雨水等の浸透

水量の増加を抑制する設計とする。 

ｂ．側部低透水性覆土 

(a) 概要 

側部低透水性覆土は，廃棄物埋設地の横方向から埋設トレンチへの

雨水等の浸透水量を低減することにより，廃棄物埋設地の外への放射

性物質の漏出を低減することを目的として，埋設トレンチの放射性廃

棄物と仕切板の間に設置する（第 6 図及び第 7 図参照）。 

なお，側部低透水性覆土は，長期的な状態維持を考慮し，長期的に

性質が安定し，自己修復性（地盤追従性）を持った天然材料であるベ

ントナイトと砂を母材としたベントナイト混合土で構成する。 

(b) 設計方針 

側部低透水性覆土には，埋設する放射性廃棄物の受入れ開始から廃

止措置の開始までの間の漏出低減機能を求める。 

漏出低減機能に対しては，透水特性を確保し，埋設トレンチへの雨

水等の浸透水量を低減するために低透水性を考慮した設計とする。 
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漏出低減機能を維持するための変形追従性は，廃止措置の開始後の

評価において考慮する性能を満たす見通しがあるものとする。 

(c) 仕様 

ⅰ．透水特性 

側部低透水性覆土は，1.0×10－１０ m／s 以下の透水係数を施工時

点で確保する。また，側部低透水性覆土の厚さは，0.6 m 以上とす

る。 

ⅱ．機能維持特性 

①変形追従性 

力学的影響により側部低透水性覆土が変形した場合においても，

その変形に追従し，覆土全体として埋設トレンチへの雨水等の浸

透水量の増加を抑制する設計とする。 

ｃ．中間覆土 

(a) 概要 

中間覆土は，砂又は砂質土（現地発生土を含む）により構成し，中

間覆土は，放射性廃棄物の上部に設置する（第 6 図及び第 7 図参照）。 

(b) 設計方針 

中間覆土には，中間覆土施工後から廃止措置の開始までの間の遮蔽

機能を求める。 

遮蔽機能に対しては，遮蔽性能を確保する設計とする。 

(c) 仕様 

ⅰ．遮蔽性 

遮蔽性に配慮した設計として，公衆等の受ける線量を低減できる

ような密度及び厚さを確保するものとし，密度は 1,300 kg／m３以

上，中間覆土（ 上段を除く）の厚さは 0.2 m 以上，中間覆土（
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上段）の厚さは 0.5 m 以上とする。 

ｄ．充 砂 

(a) 概要 

充 砂は，埋設トレンチの放射性廃棄物の間に充 する砂であり，

埋設トレンチの放射性廃棄物間及び放射性廃棄物と仕切板の空隙（側

部低透水性覆土を設置しない箇所）に有害な空隙が残らないようにす

る（第 7 図参照）。 

(b) 設計方針 

充 砂は，充 後に有害な空隙が残らないように，充 時に流動性

を期待できる土質材料を使用する。 

(c) 仕様 

充 砂は，砂又は砂質土（現地発生土を含む）のうち，流動性を期

待できるものとする。 

 

５．２．２ 表面遮水 

（１）構成及び安全機能 

表面遮水は，遮水シートにより構成する。 

表面遮水の透水特性により放射性物質の漏出を低減する。 

（２）要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

設定した要求性能及び設計要件を第 7 表に示す。 

ａ．技術要件及び設計項目 

(a) 漏出低減機能 

表面遮水の漏出低減機能は，埋設トレンチ内を通過する雨水等に伴

う浸透水量を低減することである。 
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埋設トレンチを通過する浸透水量（通過流量）は，表面遮水の透水

特性によって影響を受けることから，表面遮水に対する技術要件は透

水特性（低透水性）であり，その設計項目は，低透水性については透

水係数及び厚さである。 

なお，表面遮水による漏出低減機能は， 終覆土完了までの間，透

水特性（低透水性）を期待するものである。 

ｂ．設計要件 

設計項目である透水係数及び厚さについては，要求性能を満足するた

めの設計要件を設定する。
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第 7 表 表面遮水の要求性能及び設計要件 

安全機能 

要求性能 
表
面
遮
水 

設計要件 
技術要件 

（必要な特性） 
設計項目 

漏出低減機能※３ 透水特性 低透水性
透水係数 〇 必要な透水係数を有すること。※１ 

厚さ 〇 必要な厚さを有すること。※２ 

※1：1.0×10－１０ m／s 以下の透水係数を確保する。 

※2：厚さ 1.5 mm 以上を確保する。 

※3：その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの。 
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（３）構造及び仕様 

表面遮水は， 終覆土のうち基礎層の一部を施工した後，その上面に設

置する。 

表面遮水の設置例を第 9 図に示す。 

表面遮水の主要な仕様を第 8 表に示す。 

ａ．表面遮水 

(a) 概要 

表面遮水は，遮水シートにより構成し， 終覆土のうち基礎層の一

部を施工した後，その上面に設置する（第 9 図参照）。 

なお，遮水シートの上部は保護砕石等の保護工を施工する。 

(b) 設計方針 

漏出低減機能に対しては，透水特性を確保し，埋設トレンチへの雨

水の浸透水量を低減するために低透水性を考慮した設計とする。 

(c) 仕様 

ⅰ．透水特性 

遮水シートは，透水係数が 1.0×10－１０ m／s 以下の性能を有し，

厚さ 1.5 mm 以上の材料を用いる。 
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第 9 図 表面遮水の設置例 
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第 8 表 表面遮水の主要な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

表面遮水 遮水シート 材料：合成ゴム及び合成樹脂系 

透水係数：1.0×10－１０ m／s 以下 

厚さ：1.5 mm 以上 
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５．２．３ 雨水防止テント 

（１）構成 

雨水防止テントは，テント支柱・梁及び膜材により構成する。 

（２）構造及び仕様 

雨水防止テントは，放射性廃棄物の受入れを行う区画の上面に設置する。 

雨水防止テントの設置例を第 10 図に示す。 

ａ．概要 

雨水防止テントは，テント支柱・梁及び膜材により構成し，放射性廃

棄物の受入れを行う区画の上面に設置する（第 10 図参照）。 

ｂ．設計方針 

埋設トレンチへの雨水等の浸入を抑制するために，耐水性を考慮した

設計とする。 

ｃ．仕様 

膜材には，耐水性及び耐候性を有するシートを用いる。 
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第 10 図 雨水防止テントの設置例 
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５．２．４ 雨養生 

（１）構成 

雨養生は，シートにより構成する。 

（２）構造及び仕様 

雨養生は， 終覆土の設置において表面遮水を撤去したエリアに設置す

る。 

雨養生の設置例を第 11 図に示す。 

ａ．概要 

雨養生は，シートにより構成し， 終覆土の設置において表面遮水を

撤去したエリアに設置する（第 11 図参照）。 

ｂ．設計方針 

埋設トレンチへの雨水等の浸入を抑制するために，耐水性を考慮した

設計とする。 

ｃ．仕様 

雨養生は，耐水性及び耐候性を有するシートを用いる。 
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第 11 図 雨養生の設置例 
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５．２．５ 排水溝 

（１）構成 

排水溝は，側溝により構成する。 

（２）構造及び仕様 

排水溝は， 終覆土の法尻部に設置する。 

排水溝の設置例を第 12 図に示す。 

ａ．概要 

排水溝は，側溝により構成し， 終覆土の法尻部に設置する（第 12 図

参照）。 

ｂ．設計方針 

排水溝を設置することにより， 終覆土の表面を流下する雨水等を廃

棄物埋設地の外に排水する設計とする。 

ｃ．仕様 

排水溝は，廃棄物埋設地の外に排水できるものとする。 
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第 12 図 排水溝の設置例 
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１ 廃棄物埋設地の設計の考え方 

本施設は，事業規則に定めるトレンチ処分を行うための施設であり，廃棄

物埋設地は，放射性廃棄物を埋設するためのものであることから，廃棄物埋

設地の設計は，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有

する設計とする必要があり，かつ，廃止措置の開始後，廃棄物埋設地の保全

に関する措置を必要としない状態に移行できることが重要である。 

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出は，廃棄物埋設地に浸入する水に

起因し，廃棄物埋設地に浸入する水としては，地下水と雨水等による浸透水

が想定される。 

地下水の浸入については，埋設トレンチを地下水面より上に設置（不飽和

帯設置）することにより浸入を抑制することとし，雨水等による浸透水の浸

入については，国内の類似施設を参考に，覆土により浸入を抑制することと

する。 

そのうえで，できるだけ保修に頼らずに漏出低減機能を達成できるように

設計することとする。 

廃棄物埋設地における廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの漏

出低減機能に対する設計の考え方を以下に示す。 

 

１．１ 漏出低減機能の設計 

漏出低減機能は，覆土により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低

減する機能を有する設計とする。なお，全ての覆土の設置が完了するまでの

期間においては，代替対策により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を

低減する設計とする。 

・埋設トレンチは地下水面より上に設置（不飽和帯設置）することから，

雨水等による浸透水は，埋設トレンチの上方及び側方から浸入すること
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が想定される。このため，埋設トレンチの上部に透水性の低い覆土を，

盛土状の形状で設置するとともに，埋設トレンチの側部に透水性の低い

覆土を設置することによって，埋設トレンチの上方及び側方からの浸透

水の浸入を低減させる。 

・覆土は，陥没に対する変形に追従することを考慮する。 

・漏出低減機能は，覆土の低透水性で達成する。 

・埋設トレンチの上部に設置する覆土については，設置が完了するまでの

期間は，代替対策により埋設トレンチの上方からの浸透水の浸入を低減

させる。 

・代替対策は，恒久的なものではないことから，埋設トレンチの上部に設

置する覆土のうち地上面より上の部分の設置完了時に撤去することを前

提に対策を選定する。 

・代替対策のうち表面遮水は，覆土と同程度の低透水性を持たせる。 

・代替対策のうち表面遮水は，覆土と同様に陥没に対する変形に追従する

ことを考慮する。 

 

２ 廃棄物埋設地の基本的考え方 

２．１ 設置位置 

廃棄物埋設地の設置位置選定に当たっては，以下のことに配慮した。 

（１）第二種埋設許可基準規則第三条を受け，廃棄物埋設地は，以下に示す事

項を満たす場所に設置する。 

・自重及び操業時の荷重等に加え，耐震重要度の分類に応じて算定する

地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を

有する地盤。 

・地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓みによ
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る影響が無い。 

・地震発生に伴う建物・構造物間の不等沈下による影響が無い。 

・地震発生に伴う液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状による

影響が無い。 

・震源として考慮する活断層のほか，地震活動に伴って永久変位が生じ

る断層に加え，支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面がない。 

（２）第二種埋設許可基準規則第五条を受け，津波による遡上波が到達しない

十分高い場所に設置する。なお，津波による遡上波が到達する高さにある

場合には，遡上波によって安全機能を損なうおそれがない設計とする。 

（３）廃棄物埋設地の直下を通過した地下水が，海に流れる場所に設置する。 

（４）侵食抵抗性の観点から海岸から離して設置する。 

これらを考慮した結果として，廃棄物埋設地は東海発電所及び東海第二発

電所の周辺監視区域内の北西部に位置している。 

 

３ 覆土の不均質性に対する考え方 

廃棄物埋設地の設計から線量評価に至るフロー及び覆土の不均質性に対す

る考慮事項について，第 1 図に示す。 

廃棄物埋設地の覆土は，覆土材自体のばらつき及び施工の不確実性に起因

する不均質性を含んでいる。廃棄物埋設地の設計から線量評価に至るまでの

間，覆土の不均質性については，設計における考慮を行っている。線量評価

の結果によっては，必要に応じて設計にフィードバックを行うことで，覆土

の不均質性を考慮した 適化された設計となっていると考える。 
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第 1 図 廃棄物埋設地の設計から線量評価に至るフロー 

 

４ 技術要件における考え方 

４．１ 覆土の低透水性 

十分な低透水性を有することを達成するため， 終覆土のうち低透水性土

層及び側部低透水性覆土は，設計透水係数（1.0×10－１０ m／s 以下）及び設

計厚さ（ 終覆土のうち低透水性土層：1 m 以上，側部低透水性覆土：0.6 m

以上）を確保するものとする。 

廃棄物の条件

安全機能の設定

要求性能の設定

設計要件の設定

仕様の決定

考慮すべき事象の設定

影響事象の分析

状態変化の評価

状態設定
（最も可能性が高い／最も厳しい）

線量評価パラメータ設定

線量評価

必
要
に
応
じ
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

：廃棄物埋設地の設計(第十三条第二号，第四号)

：状態設定(第十三条第四号)

：線量評価(第十三条第四号)

施工時点において透水係数として1.0×10－１０ m／s※1

以下を確保する。

※1：最終覆土のうち低透水性土層を例示。
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砂とベントナイト（クニゲルＵ相当）を使用したベントナイト混合土で構

成される 終覆土のうち低透水性土層及び側部低透水性覆土を対象に，ベン

トナイト混合率，密度（ρdmax（Ａ法）×90～95％）及び初期含水比（Ｗｏｐｔ

（Ａ法）～Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％）をパラメータスタディした透水試験（地盤

工学会基準ＪＧＳ 0312-2018 相当）の結果を第 2 図及び第 4 図に示す。ま

た，ベントナイト混合率 15％において，密度（ρdmax（Ａ法）×95％及びρdmax

（Ｃ法）×90％）及び初期含水比（Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％～＋6％）をパラメー

タスタディした透水試験（地盤工学会基準ＪＧＳ 0312-2018 相当）の結果を

第 3 図に示す。なお，第 2 図及び第 3 図には，締固め試験結果と透水試験に

用いた供試体仕様も併記している。 

第 2 図は，ベントナイト混合率 10％，15％及び 20％のベントナイト混合土

の(a)締固め試験結果と透水試験に用いた供試体仕様，(b)透水試験結果を，

第 3 図は，ベントナイト混合率 15％のベントナイト混合土の(a)締固め試験

結果と透水試験に用いた供試体仕様，(b)透水試験結果を示している。ベント

ナイト混合率 10％のケースのみ，締固め度 90％（Ａ法）で初期含水比が 適

含水比の時に得られる透水係数が，大きくなっているが，それ以外のケース

に関しては，締固め度及び初期含水比が透水係数に与える影響は小さい。ま

た，ベントナイト混合率が同じであっても，密度を高めることにより得られ

る透水係数が小さくなることが判る。 

これらの試験結果より，ベントナイトの混合率については 15％以上，密度

については，95％（Ａ法）の締固めによって得られる密度以上，初期含水比

については，初期含水比が透水係数に与える影響は小さいと考えられるが，

一般的に，締固めた地盤の透水係数は初期の含水比に依存し，初期含水比が

適含水比よりも若干湿潤側となる含水比となる場合に透水係数が も小さ

くなり，含水比の増加とともに徐々に透水係数は大きくなるか横ばいの透水



 

添 1－6 

係数になること，反対に 適含水比よりも乾燥側では，透水係数は著しく増

加する傾向が見られることが知られている（１）ことから， 適含水比よりも

若干湿潤側（試験結果を踏まえるとＷｏｐｔ＋2％程度）とすれば，設計透水係

数 1.0×10－１０ m／s 以下を確保できると考えられる。 
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ベントナイト：クニゲルＵ，混合率 10％ ベントナイト：クニゲルＵ，混合率 15％ ベントナイト：クニゲルＵ，混合率 20％

 

第 2 図 透水試験結果（その１） 
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ベントナイト：クニゲルＵ，混合率 15％

[ ρdmax（Ａ法）×95％ ] 

ベントナイト：クニゲルＵ，混合率 15％ 

[ ρdmax（Ｃ法）×90％ ] 

 

 

 

第 3 図 透水試験結果（その２） 
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第 4 図 ベントナイト混合率と透水係数の関係 

 

５ 放射性廃棄物，埋設の方法等 

廃棄物埋設地の設計及び評価の前提となる放射性廃棄物，埋設の方法等に

ついて以下に示す。 

５．１ 埋設する放射性廃棄物 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物は，日本原子力発電株式会社東海発

電所から発生する固体状の放射性廃棄物であって，中性子線の作用により放

射化された金属及びコンクリート又は原子炉冷却材等で汚染された金属及び

コンクリートであり，これらの放射性廃棄物は容器等に収納又はこん包され

たものである（第 1 表参照）。 
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第 1 表 廃棄物を収納する容器等のイメージ 

廃棄物 金属類 

コンクリート類 

コンクリート 

ガラ 

コンクリート 

ブロック 

容器等の 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄箱 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチックシート 

容器等の 

材質 
炭素鋼 ポリエチレン等 

容器等の 

寸法（m）
約 1.4×約 1.4×約 0.9 約 0.7×約 0.9×約 0.9 

 

これらの放射性廃棄物は，事業規則の別表第二の上欄に掲げる放射性物質

についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない

ものであって，第八条第１項第２号イ，同条第１項第２号ロ（２）及び同条

第３項に定める放射性廃棄物等の技術上の基準に適合するものであり，本施

設における受入れ上の要件を踏まえ，以下の仕様を満たすものである。 

（１）金属類及びコンクリートガラ 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物のうち金属類及びコンクリートガ

ラは，廃棄物を収納する容器（以下「収納容器」という。）に収納し，収納

容器内に残る空隙部に砂を充 したものであること。 

ａ．収納容器 

金属類の廃棄物及びコンクリートガラの収納容器は，炭素鋼等を用い

た金属製の容器であること。 
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ｂ．砂充 方法 

収納容器内の空隙による 終覆土の陥没防止対策として，収納容器内

に砂を充 し，収納容器内に有害な空隙が残らないよう処置すること。 

（２）コンクリートブロック 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物のうちコンクリートブロックは，

プラスチックシートによりこん包したものであること。 

（３）共通事項 

ａ．表面汚染密度限度 

放射性廃棄物を収納又はこん包した容器等の表面汚染密度がアルファ

線を放出する放射性物質は 0.4 Bq／cm２，アルファ線を放出しない放射

性物質は 4 Bq／cm２を超えないものであること。 

ｂ．表面線量当量率 

300μSv／h を超えないものであること。 

ｃ．放射性廃棄物の重量 

１体当たり 6,090 kg を超えないものであること。 

 

５．２ 主要な放射性物質の種類 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物の主要な放射性物質の種類は以下

の第 2 表のとおりである。 
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第 2 表 金属類及びコンクリート類の主要な放射性物質の種類 

廃棄物種類 主要な放射性物質の種類 

金属類 
Ｈ－3,Ｃ－14,Ｃｌ－36,Ｃｏ－60,Ｓｒ－90, 
Ｃｓ－137，全α 

コンクリート類 
Ｈ－3,Ｃ－14,Ｃｌ－36,Ｃａ－41，Ｃｏ－60,Ｓｒ－90, 
Ｃｓ－137，Ｅｕ－152，Ｅｕ-154，全α 

 

５．３ 廃棄物埋設の方法 

廃棄物埋設地において行う放射性廃棄物の埋設は，廃棄物の定置，土砂の

充 ・覆土を繰り返して行い，それぞれ以下のとおり行う。 

なお，これらの作業は，敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並びに管理

区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける外部放射線に係る線量

の低減を考慮しながら行う。 

（１）廃棄物の定置 

放射性廃棄物の定置に先立ち，埋設する区画に雨水防止テントを設置し，

雨水等の浸入を防止する。なお，埋設する区画内に雨水等が溜まっている

場合には排水を行う。 

放射性廃棄物は，門型クレーン等により 1 体ずつ輸送用のトラックから

吊り上げ定置する。定置は，1 区画 1 段ごとに行い，段数は 1 区画当たり

3 段とする。 

放射性廃棄物の定置に当たっては，アルミニウムとコンクリートを同一

区画に定置しないように制限する。具体的には，金属類（アルミニウムを

含む。）を収納した容器とコンクリートを収納又はこん包した容器等を同一

の区画に定置しないようにする。 

また，表面線量当量率が 10μSv／h を超える放射性廃棄物は，1 段目（

下段）にのみ定置する。 
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（２）土砂の充 ・覆土 

放射性廃棄物を区画内に 1 段分の所定数定置後，放射性廃棄物間の空隙

や放射性廃棄物と仕切板間の空隙に土砂を充 するとともに，放射性廃棄

物の上面には 0.2 m 以上の中間覆土を施工する。 

これを 2 段目まで繰り返し，3 段目となる 上段の放射性廃棄物の上面

については，0.5 m 以上の中間覆土を施工する。 

また，各区画の東西方向の側部， 北端の区画の北方向の側部及び 南

端の区画の南方向の側部には側部低透水性覆土を設置する。 

西側 18 区画 又は東側 24 区画の埋設が終了した後， 上段の中間覆土

の上に埋設トレンチを覆うように盛土状の覆土を，2.5 m 以上の厚さが確

保されるように施工する。なお，西側 18 区画又は東側 24 区画の埋設が終

了するまでの間は，区画ごとに 終覆土の一部を施工した後，その上部に

表面遮水を設置する。ただし，表面遮水は， 終覆土を設置する際に撤去

する。表面遮水を撤去した後， 終覆土の作業中以外は雨養生を設置する。 

 

５．４ 廃止措置の開始までの段階的な管理の計画 

廃棄物埋設地は，廃止措置の開始までの段階的な管理を確実に行うため，

事業規則に基づく埋設保全区域を設定するとともに，放射性廃棄物の種類，

埋設を開始した日及び埋設を終了した日並びに保安のための注意事項を表示

した立て札を設置して，保安のための措置を講じる。また，原子炉等規制法

に基づく保全の措置の終了時期を設定するとともに，放射線防護の観点から

敷地内の居住を禁止し，放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての

保安のために講ずべき措置を行う。 

放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき
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措置とは，本施設において，公衆の受ける線量を合理的に達成できる限り低

く抑えるため，埋設した放射性廃棄物の放射能が時間経過に伴い減衰するこ

とによって，生活環境に及ぼす影響が安全上支障のない状態になるまで，廃

棄物埋設地に設置したバリアの施工状況や放射能の減衰に応じて廃棄物埋設

地を段階的に管理することをいう。 

また，事業規則に基づき実施する定期的な評価等では，本施設の廃止措置

の認可を受ける日までの 10 年を超えない期間ごと及び放射能の減衰に応じ

た第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとす

るときに 新の技術的知見を踏まえ核燃料物質等による放射線被ばくの管理

に関する評価を行う。 

（１）埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から 終覆土完了まで 

当該期間は，人工バリアにより廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出

を低減するとともに，天然バリアにより放射性物質の移動を抑制する段階

である。 

また，この段階では事業所及びその境界付近における外部放射線に係る

線量の監視及び測定，本施設の巡視及び点検並びに地下水中の放射性物質

の濃度の測定により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の状況を確認

する。 

この段階における保安のために必要な措置は以下のとおりである。 

ａ．周辺監視区域及び埋設保全区域を設定する。 

ｂ．事業所及びその境界付近における廃棄物埋設地からの直接ガンマ線及

びスカイシャインガンマ線の線量並びに地下水中の放射性物質の濃度を

監視・測定する。 

ｃ．廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視し，異常な漏えいがあ

ったと認められた場合には，放射性物質の異常な漏えいを防止するため



 

添 1－15 

に必要に応じて放射性物質の漏出低減機能を回復するための適切な措置

を講じる。 

ｄ．定期的に廃棄物埋設地の巡視点検を行い，必要に応じて表面遮水，雨

水防止テント及び雨養生を修復する。 

ｅ．定期的な評価等に必要なデータを取得するため，人工バリアの漏出低

減機能及び天然バリア（廃棄物埋設地周辺の地盤）に影響を及ぼす廃棄

物埋設地及びその地下水の状況等を監視・測定し，必要に応じて廃棄物

埋設地の保全のための措置を講じる。 

（２） 終覆土完了から廃止措置の開始まで 

当該期間は，継続して人工バリアにより廃棄物埋設地の外への放射性物

質の漏出を低減するとともに，天然バリアにより放射性物質の移動を抑制

する段階である。 

この段階では引き続き事業所及びその境界付近における外部放射線に係

る線量の監視及び測定，本施設の巡視点検並びに地下水の放射性物質の濃

度測定により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の状況を確認する。 

この段階の終了予定時期は，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要と

しない状態に移行する時期とし， 終覆土完了後 50 年とする。 

この段階における保安のために必要な措置は以下のとおりである。 

ａ．埋設保全区域を継続して設定する。 

ｂ．事業所及びその境界付近における廃棄物埋設地からの直接ガンマ線及

びスカイシャインガンマ線の線量及び地下水中の放射性物質の濃度を監

視・測定する。 

ｃ．廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視し，異常な漏えいがあ

ったと認められた場合には，放射性物質の異常な漏えいを防止するため

に必要に応じて放射性物質の漏出低減機能を回復するための適切な措置
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を講じる。 

ｄ．定期的に廃棄物埋設地の巡視点検を行い，必要に応じて覆土を修復す

る。 

ｅ．周辺監視区域廃止後は，公衆が敷地内へ立ち入る可能性があるため，

放射線防護の観点から，地表面の掘削を制限する。また，周辺環境にお

ける廃棄物埋設地からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線

量を測定し，公衆の受ける線量が，線量告示に定められた周辺監視区域

外の線量限度以下であることを確認する。 

なお，地下水中の放射性物質の濃度の監視及び測定においては，地下

水採取孔から地下水を定期的に採取し，地下水中の放射性物質の濃度を

測定し，線量告示に示されている周辺監視区域外における水中の濃度限

度以下であることを確認する。 

ｆ．定期的な評価等に必要なデータを取得するため，人工バリアの漏出低

減機能及び天然バリア（廃棄物埋設地周辺の地盤）に影響を及ぼす廃棄

物埋設地及びその地下水の状況等を監視・測定し，必要に応じて廃棄物

埋設地の保全のための措置を講じる。 

 

５．５ 埋設保全区域 

埋設保全区域は，事業規則に基づき，廃棄物埋設地の保全のために特に管

理を必要とする場所であって，管理区域以外のものを埋設保全区域として定

める。埋設保全区域は，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の低減のた

め，保全を行う必要のある区域とする。 

なお，埋設保全区域を明らかに他の場所と区別するため，標識を設ける等

の措置を講じる。 
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６ 状況に応じた漏出低減機能 

漏出低減機能は，覆土により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低

減する機能を有する設計であるが，全ての覆土の設置が完了するまでの期間

においては，代替対策により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減

する設計である。代替対策は，廃棄物埋設地において行う放射性廃棄物の埋

設が，廃棄物の定置，土砂の充 ・覆土を繰り返して行われるため，その状

況に応じて実施する。 

覆土による漏出低減機能は，側部低透水性覆土及び 終覆土のうち低透水

性土層により達成し，代替対策は，表面遮水，雨水防止テント及び雨養生を

終覆土のうち低透水性土層の代替とする計画である。放射性廃棄物の受入

れ開始後においては，放射性廃棄物の受入れを行っている区画は，雨水防止

テントにより雨水等の浸入を防止するための措置を行い，埋設が完了した区

画は， 終覆土の設置開始まで，側部低透水性覆土及び表面遮水により，埋

設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する。 終覆土の設置開始から

設置完了までは，側部低透水性覆土，表面遮水及び雨養生により，廃棄物受

入れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入を抑制する。 終覆土の設置完了後

は，側部低透水性覆土及び 終覆土のうち低透水性土層により，廃棄物受入

れ以降のトレンチ内への雨水等の浸入を抑制する。以上のように，廃棄物受

入れ以降のトレンチにおいては，常時いずれかの漏出低減機能を確保し，時

間的及び空間的な空白を設けずに雨水等の浸入を抑制する。放射性廃棄物の

受入れの開始から 終覆土完了までの工事フロー及び漏出低減機能を第 5 図

に，放射性廃棄物の受入れのイメージを第 6 図に， 終覆土の設置のイメー

ジを第 7 図に示す。 
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第 5 図 工事フローと漏出低減機能 
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第 6 図 放射性廃棄物の受入れ イメージ図 

  

西側埋設トレンチ 

東側埋設トレンチ 

西側埋設トレンチ 
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第 7 図 終覆土の設置 イメージ図 

 

  

西側埋設トレンチ 

西側埋設トレンチ 



 

添 1－21 

７ 参考文献 

（１）地盤工学会（2020）：地盤材料試験の方法と解説 第一回改訂版 二分冊

の 1 

以上 



 

別紙 

 

 

透水試験について 

 

 

 
 



 

目 次 

１ はじめに ....................................................1 

２ 試験方法 ....................................................1 

３ 試験装置 ....................................................4 

４ 供試体情報 ..................................................4 

５ 透水係数の算出..............................................6 

６ 試験結果 ....................................................6 

 

 

 



 

添 1 別－1 

１ はじめに 

本資料は，添付資料 1「４．１ 覆土の低透水性」に示す， 終覆土の

うち低透水性土層及び側部低透水性覆土を対象に行った，ベントナイト

混合率をパラメータスタディした透水試験（地盤工学会基準ＪＧＳ  

0312-2018 相当）の内容等について説明するためのものである。  

 

２ 試験方法 

一定の断面及び長さをもつ供試体の中を，ある水位差を初期状態とし

て浸透するときの水位差の変化量，及びその経過時間を測定することに

より透水係数を求めるものである。 

試験条件を以下に示す。 

 

【供試体作製，飽和方法】 

・所定量の試料を透水円筒に詰め，高さ 20 mm ずつ 3 層構造の突固め

にて供試体を作製した。 

・透水円筒をセットした透水容器を水浸脱気により，飽和度を高めた。 

【試験水】 

・脱気イオン交換水（脱気水；純水） 

【ビュレット】 

・断面積：31.2 mm２～33.7 mm２※１ 

※１：ビュレットの製品誤差で断面積が異なる。 
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試験手順の概要を以下に示す。 

 

①脱気水槽（貯水槽）に純水を入れ，真空ポンプを用いて-0.095 MPa 未

満まで減圧し，脱気水を作製する。（24 時間以上脱気する。） 

②フランジ（下)に有孔板及びフィルターをセットし，その上に透水円

筒（供試体セット・水浸脱気済み）をセットする。さらにその上にフ

ィルターをセットし，有孔板と組み合わせたフランジ（上)を被せ，

ボルト・ナットでこれらを緊結する。 

③二重管ビュレット（以下「ビュレット」という。）からフランジ（下)

までの通水経路となるチューブに脱気水を満たし，チューブとフラ

ンジ（下)を接続する。ビュレットの原点と，供試体上面（下流側）

若しくは排水口との高さの差を測定する。なお，給水側についてはビ

ュレットを用いること，排水側については，排水口に小さな穴を開け

た養生テープを張り付けることにより，蒸発による測定値への影響

を低減する措置を講ずる。なお，給水側は，ビュレットを用いて過去

に数か月間放置しての影響確認を行った結果から，影響は少ないこ

とを事前に確認している。 

④適切な動水勾配を得られるようなビュレットの水位を設定し，容器

下部給水ラインのコックを開き，ビュレットより供試体下部への試

験水を供給する。ここで，動水勾配は供試体の乱れ（粒子移動等）が

結 果 の 利 用 に 影 響 し な い よ う に す る た め ， Ａ Ｓ Ｔ Ｍ （ American 

Society for Testing and Materials）等で推奨される動水勾配を参

考に  試験を実施している。具体的には，ＡＳＴＭの D5084「Standard 

Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of 

Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter」

には透水係数 10－９ m/s 未満の場合においては，動水勾配を 大 30 
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までと推奨していること，地盤工学会基準ＪＧＳ 0312-2018 では，

一度の測定時間は，想定される透水係数，動水勾配，ビュレットの容

量を勘案し，3 日以内となることが望ましいとされていることから，

低い動水勾配で試験水の供給を開始し，ビュレットで有意な変化が

読み取れない場合には，動水勾配を上昇させて試験水を供給してい

る。 

⑤時刻 t1 のビュレットの読み値，水温及び圧力を記録する。充分な時

間の後に，時間 t2 のビュレットの読み値，水温及び圧力を記録する。 

⑥⑤で得られた結果から，透水係数を算出する。安定した値が 4 点以上

とれるまで，⑤を繰り返す。ベントナイト混合土のような膨潤性の土

は，不飽和の状態の方が透水性は見かけ上は高くなることがあるた

め，透水係数は収束した部分の測定値を採用し，安定した透水係数 4

～5 点の平均をもって，その供試体の代表値とする。 

⑦測定値の平均値から変動が±50％におさまることでほぼ一定とみな

す。 
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３ 試験装置 

透水試験装置の概念図を第 1 図に示す。 

 

 

第 1 図 透水試験装置の概念図 

 

４ 供試体情報 

供試体情報を第 1 表に示す。 

第 1 表 供試体の情報 

ケース 

番号 

混合率 

（％） 

含水比※ 

（％） 

乾燥密度 

（Mg／m３） 

供試体寸法 

（mm） 

1-10-1 10 15.1 1.608 直径：60.0，高さ：60.0 

1-10-2 10 17.3 1.607 直径：60.0，高さ：60.0 

1-10-3 10 15.1 1.697 直径：60.0，高さ：60.0 

1-10-4 10 17.3 1.697 直径：60.0，高さ：60.0 
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1-15-1 15 15.9 1.622 直径：60.0，高さ：60.0 

1-15-2 15 17.9 1.622 直径：60.0，高さ：60.0 

1-15-3 15 15.8 1.712 直径：60.0，高さ：60.0 

1-15-4 15 17.9 1.712 直径：60.0，高さ：60.0 

1-20-1 20 16.6 1.573 直径：60.0，高さ：60.0 

1-20-2 20 18.5 1.573 直径：60.0，高さ：60.0 

1-20-3 20 16.6 1.661 直径：60.0，高さ：60.0 

1-20-4 20 18.5 1.661 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-1 15 11.5 1.718 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-2 15 11.5 1.719 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-3 15 13.0 1.722 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-4 15 13.4 1.723 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-5 15 14.6 1.718 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-6 15 14.6 1.720 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-7 15 11.2 1.820 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-8 15 11.2 1.823 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-9 15 13.5 1.820 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-10 15 13.5 1.820 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-11 15 15.3 1.818 直径：60.0，高さ：60.0 

2-15-12 15 15.3 1.819 直径：60.0，高さ：60.0 

※試験前の平均値 
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５ 透水係数の算出 

以下の式により透水係数を求める。 

 

     
  

   
・・・・・・・・・・（1） 

ここに， 

  2.303
  

      
log  

  

  

 

    
・・・（2） 

 

    ：温度 15℃における透水係数（m／s）  

       ：温度 15℃における透水係数を求めるための補正係数  

   ：Ｔ（℃）における透水係数（m／s）  

  ：ビュレットの断面積（mm２） 

  ：供試体の長さ（mm） 

  ：供試体の断面積（mm２） 

      ：測定時間（s） 

   ：時刻 t1 における水頭差（mm） 

   ：時刻 t2 における水頭差（mm）  

2.303 ：対数の底の変換による係数  

1 1000  ：単位を換算するための係数  

 

６ 試験結果 

透水試験の結果を第 2 表及び第 2 図から第 49 図に示す。 

第 2 表 透水試験の結果 

ケース番号 混合率（％） 透水係数（m／s） 

1-10-1 10 1.52×10－８ 

1-10-2 10 2.20×10－９ 

1-10-3 10 9.40×10－１０ 
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1-10-4 10 8.88×10－１０ 

1-15-1 15 9.87×10－１１ 

1-15-2 15 1.71×10－１０ 

1-15-3 15 5.11×10－１１ 

1-15-4 15 4.47×10－１１ 

1-20-1 20 4.70×10－１１ 

1-20-2 20 3.95×10－１１ 

1-20-3 20 2.28×10－１１ 

1-20-4 20 3.08×10－１１ 

2-15-1 15 1.64×10－１１ 

2-15-2 15 2.17×10－１１ 

2-15-3 15 2.97×10－１１ 

2-15-4 15 1.67×10－１１ 

2-15-5 15 1.35×10－１１ 

2-15-6 15 2.18×10－１１ 

2-15-7 15 1.06×10－１１ 

2-15-8 15 1.24×10－１１ 

2-15-9 15 1.07×10－１１ 

2-15-10 15 1.11×10－１１ 

2-15-11 15 8.97×10－１２ 

2-15-12 15 8.33×10－１２ 
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第 2 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-10-1：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）] 

 

 

第 3 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-10-1：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）] 
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第 4 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-10-2：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 

 

 

第 5 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-10-2：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 
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第 6 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-10-3：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法） ] 

 

 

第 7 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-10-3：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法） ] 
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第 8 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-10-4：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 

 

 

第 9 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-10-4：混合率 10％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 
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第 10 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-15-1：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法） ] 

 

 

第 11 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-15-1：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法） ] 
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第 12 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-15-2：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 

 

 

第 13 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-15-2：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 
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第 14 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-15-3：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）] 

 

 

第 15 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-15-3：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）] 
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第 16 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-15-4：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 

 

 

第 17 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-15-4：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 
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第 18 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-20-1：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法） ] 

 

 

第 19 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-20-1：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ａ法） ] 
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第 20 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-20-2：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 

 

 

第 21 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-20-2：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 
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第 22 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-20-3：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）] 

 

 

第 23 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-20-3：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）] 
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第 24 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 1-20-4：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 

 

 

第 25 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 1-20-4：混合率 20％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ａ法）＋2％ ] 
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第 26 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-1：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 

 

 

 

第 27 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-1：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 

  



 

添 1 別－21 

 

 

第 28 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-2：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 

 

 

第 29 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-2：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 
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第 30 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-3：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 

 

 

第 31 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-3：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 
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第 32 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-4：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 

 

 

第 33 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-4：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 
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第 34 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-5：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 

 

 

第 35 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-5：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 
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第 36 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-6：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 

 

 

第 37 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-6：混合率 15％，ρdmax（Ａ法）×95％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 
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第 38 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-7：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 

 

 

第 39 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-7：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 
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第 40 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-8：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 

 

 

第 41 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-8：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋2％ ] 
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第 42 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-9：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 

 

 

第 43 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-9：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 
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第 44 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-10：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 

 

 

第 45 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-10：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋4％ ] 
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第 46 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-11：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 

 

 

第 47 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-11：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 
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第 48 図 透水係数及び累積流入量の経時変化 

[ 2-15-12：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 

 

 

第 49 図 透水係数及び動水勾配の経時変化 

[ 2-15-12：混合率 15％，ρdmax（Ｃ法）×90％，Ｗｏｐｔ（Ｃ法）＋6％ ] 

 

以上 


